
【人一・依頼】異動期における赴任旅費関係手続について（4月1日付け異動者の皆様は必ず御確認ください｡）

’ ’

瘻冒E醗拝に］きまして､必要恵三罫及び言式を造｛ずさせて'いたたきます。

赴‘壬蔑雪害係==m寸袰言|ま以下のとおりと噂ります‘幻で、対象,と噂る二台には、三．壬鐙ただちに手簔を逹iり,ていたたきますようお霞いいたします。

＝簔鰯流れは(たI壬信妻篁稽雲的提出（菫員’一寅薑二蕊担三者から必要害毒の浸出依籟（ゞご･超壬渡薑貢繕走宗言に淀してのみ嘩貢絵了寸象外①方
|まごIZで手簔鍔了二）一必要言雲〃浸二及びSEABISの晨主亘景一諌三菫蕊暹三者力’'ら震雪壱三ID'美壹誌言|と意ります鰯で､まずは赴壬禮昊臺
濯菫を壷や加‘ここ曼匡ください”

恵扇､ホーダルサイト|こハンドブック及画Q&Aが渇言されており妄す,鰍で､こちらﾓ併せて掴這室下さい．

【ホータルリン' ﾀ】

■■■■

【赴千澆晉蕾i系芋壽'鰯対象にフいて】

1 昌言屋宝霊獣外がらの三載耆 走象

（:§・三池裁盲時壼言ラー書家裁盲罎責鄙(りょうに壽苣ﾖﾖに薑驚地が変わら悪い壜含は対象外です｡）

2 台盲屋索寅云での雲義言（雪蓋毛を雲|こする晨當）対象

（例 名家黄一三貢鄙一名家裁＝庁）

3 昌吉匡京壼云での三壹者（雪落毛を三にし怠い+号含） 対妻?、

（例：昌京裁菩鴦支孟宗三i系一名家裁害寓言宝言う少聿係）

4 ミニ損諜晨、至芳ﾖﾗ1菫弔､任期1寸僻弔蚤ひ薪輻暫定再1三弔霜員 対象

（､旨：三雲代言毒三一‘壬眞E付課晨等、量務地が変禰うす単に1三弔飛善;0瞳わる鰯みの壜當|こは対象外ですゞ

■01住所移転鋤ない職員zip ■02住所移転のある職員zip‐ ‐



【機密性2】

(R7.4)

赴任に伴い住居を移転した職員 各位

名古屋家庭裁判所事務局総務課人事第一係

赴任旅費の支給手続について

赴任旅費の支給手続事務は、旅費等内部管理業務システム(SEAB I S)を利用し

た上、別紙のとおり行います。

ついては、下記の点に注意して手続をしてください。

記

1 赴任結果連絡票の提出【着任後ただちに】

本メール添付の赴任結果連絡票等フォルダ内の「O1【機2】赴任旅費の確認に必要

な提出書類一覧」をご覧いただいた上で、赴任結果連絡票を当係へ電子メールで提

出してください。

<提出先メールアドレス〉

人事第一係長中島涼｜

人事第一係 占池宏jl人事第一係 占池宏旭

人事第一係 高木ひな

くメールの件名〉

i I

2 必要耆類の提川【提出依頼後ただちに】

赴任結果連絡票をご提出いただいた後、赴任旅費の支給対象者に対しては、人事一

係から必要書類の提出を依頼します。「01【機2】赴任旅費の確認に必要な提出耆

類一覧」をご確認いただき、該当する資料をメールに添付して提出してください。

【提出する|際の注意点】

。以下の種類（①～⑥）ごとにファイルを分けてPDF等の電子データ化する。

･ PDF化する際は、容量が火きくならないよう白黒を選択する。

・ファイル名は、i lとする。

・各ファイルを一つのフォルダに格納し、ZIPファイル化して提出する。フオルダ

1名は、’ 」とする。
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【機密性2】

(R7.4)

’ ’種類 対象者

住所を移転した全ての職員

提出書類
L一一

⑦ 住民票

領収書

2社の引越業者から取得した見積書（2

社目の見積りが取得できなかった場合は

メタサーチによる検索結果）

関係する疎明資料等（転居の方法に応じ

て提出するもの）

/ﾜ、
､ムノ 移転料の支給対象となる職員

③ 国営宿舎に入居した職員 宿舎貸与承認善

領収当

宿泊明細群

領収書、購入画面のi由i像（航空賃が分か

る資料）

搭乗半券、搭乗時等に発行さｵ,る搭乗案

内又は保安検沓証（搭乗の事実、運賃種

別が分かる資料）

ｴ） 新在勤地到着後、直ちに新住居に入居で

きずに民間宿泊施設に宿泊した職員

航空機を利用した職員

喝
）

⑥ 船舶を利川した職員

等級が分かる資料）
L－

<提出先メールアドレス〉

上記lに|可じ。

<メールの件名〉

I

※ これらの書類は赴任旅費の算定に必要な書類であり、提Ⅲされないと赴任旅費

の支給手続を進めることができませんので、速やかに提IHしてください。

2 SEABISログインの確認【必要書類の提出依頼後ただちに】

『01初期設定からログインまで』マニュアルを参考にSEABI Sへログインし

てください。

「ﾕﾆﾊｰｻﾙIDやパスワードを忘れてしまった｡」という場合は､｜
■までお問合せください。

リ
ム



【機密性2】

(R7.4)

なお、SEABI S利用の前提となる基幣システム(G IMA)の木登録者につ

いては､｜ ｜においてGIMAを登録します。

3 債主登録【必要書類の提出依頼後ただちに】

『03債禧申請 マニュアル等を参考に値上登録をfj ってく岸きい』

(I 定期情報の入ノノ

｜には赴任の際に実際に所持していた定期券の|>〈間を入力してください。ただ
し、赴任の際に複数の定期券を実際に所持していた場合は、新任庁での定期情報を偵ii' |I;f
の|際に登録し、｜Ⅱ任庁での定期情報は、旅行計阿の作成時にI |に人ﾉﾉしてくだ
さい（例：○○駅～○○駅 定期券）。

なお、赴任後に新たに職入した新区間の定期情報に変更する場合は､｜ ｜には実|礫
に変更したHを登録してください。（起案｢1時点の定期'|#fliが反映されます。）
※定期情報は遡っての訂('三ができません。
債主申請後の手続

債主申請終r後、所I禺の庶務担当者を通じて会計課経理係へ申請が終了した旨を連絡して

ヘ

ウ
ー
一

ください。会計課

の作成は債主登録
|を行います。旅行計

’
|由1

|となるまで行うことができません（
｜）。 ノ

｜ － －

4 旅行計画及び旅行精算について【起案は不要です】

令和6年4Hから、職員本人による旅行計画及び旅行精算の起案は不要となりま

した。全て人事 係において行います。

旅行精算の際に､旅費事務}H当者がSEABISの決裁ルートに赴任行を■■■

｜起案します｡起案後､旅費事務拙当春から旅費精算を起案した旨をお知

らせするので、以ドの下順で支給額等をご確認ください。

＜作業手順＞

1. SEABISへログイン。

2 1 1にある’ ｜をクリック。

3 1 1を選択。

41 1ボタンをクリック。

5 1 1で起案内容を確認。

6 ■■■ボタンをクリックし供覧終J'｡

り

り



【機密性2】

赴任旅費の確認に必要な提出書類一覧

人事局総務課総務係

新任庁への着任に要した費用のうち旅費法上の旅費として相当なものは、赴任旅費と
して支給されます。ついては、赴任旅費に当たる費用が生じているかを確認するため、
以下の書類を新任庁の担当部署に提出してください。

必要書類が不足している場合や追加して報告したい事情がある場合には、その事情等
を具体的に説明する書類を別途を提出いただく可能性があります。

＜赴任に伴い転居していない職員＞

｜必ず提出するもの 赴任結果連絡票（転居なし）

＜赴任に伴い転居した職員＞

○ 異動発令日より10日以上前に転居した場合は、費用を赴任旅費として支給で
きないことがあります。なお、同一市町村内の庁への異動に基づく転居を行った
場合、赴任旅費のうち転居費が原則支給対象外となります。

○ 同居の家族も転居した場合は、その各資料も提出してください。

赴任結果連絡票（転居あり）

住民票 ※l

その他特に指示された資料 ※2

必ず提出するもの

2社の引越業者から取得した見積書 ※4

2社取得できなかった場合にはメタサーチサイトの検
索条件・概算金額結果等の詳細画像 ※5

領収書（支払額と負担者が分かる資料）

伝票 レシート（発着住所、箱数、金額が分かる資
料）

複数の引越業者等から取得した見積書 ※6

転居直前及び転居直後に満タン給油した際のレシート

レンタカーの利用明細書 (料金、レンタル期間、車
種 オプション代が分かる資料）

高速道路等の利用料金が分かる資料

複数の引越業者等から取得した見積書 ※6

移動経路・距離が分かる地図 ※7

転
居
の
方
法
に
応
じ
て
提
出
す
る
も
の

※
３

引越業者を利用し
た場合

宅配便を利用した

場合

自家用車、レンタ

カーを利用した場
合

宿舎に転居した場合に
提出するもの

新在勤地到着後、新住
居への入居前に宿泊施
設に宿泊した場合に提
出するもの ※8

宿舎貸与承認書

宿泊明細書、領収書（宿泊期間、人数、食事代が含ま
れているか否かが分かるもの）

搭乗半券、搭乗時等に発行される搭乗案内又は保安検
査証（搭乗の事実、運賃種別が分かる資料）

領収書 購入画面の画像（航空賃が分かる資料）

特別車両料金・座席指定料金の領収書
（利用可能者がグリーン車等を利用した場合）

高速バスの領収書（スクリーンショットも可）

航空機を利用した
場合 ※9

旅
行
の
方
法
に
応
じ
て
提
出

す
る
も
の

鉄道を利用した場
合 ※10

バスを利用した場
合

領収書（利用料金、運賃の等級、船室の等級が分かる
資料）

( R7.3版）■
ロ
■
Ⅱ
■



【機密性2】

※1 マイナンバーが記載されていない世帯全員が登載されたもの（同居していた家
族が異なる住所に転居した場合は、その住民票（世帯全員登載）も提出）

今後の事務の取扱で提出が必要となるものが生じた場合は、各庁の指示に従っ
てください。また、上記以外の資料提出をお願いする場合があります。

複数の方法（引越業者と宅配便、引越業者と自家用車・し‘ンタカー等）を併用
した転居は、原則認められていません。疑義がある場合は、必ず事前に赴任旅費
担当部署へ照会してください。

見積額の内訳が分かるものを取得してください。最安価以外のプランを利用し
た場合には、実際に利用した引越業者の見積書のほか、実際に利用したプランが
最も経済的である旨の疎明資料がある場合には、その資料も提出してください。

メタサーチサイトを利用した場合には、検索条件（引越予定日、旧住所・新住
所、荷物量（間取り）等）と検索結果（対応可能業者、概算金額）が分かる画像
（スクリーンショット等）を必ず保存してください。2社の見積書を取得できな
かった場合には、保存したメタサーチサイトの画像（スクリーンショット等）を
提出していただくことになります。

なお、メタサーチサイトを利用せず、見積書が不足する場合は、不支給の可能
性があります。

※2

※3

※4

※5

※6 引越業者を利用した場合より明らかに安価な場合でも、引越業者等による複数
の見積りが必要です。

なお、見積書がない場合は、不支給の可能性があります。
おって、メタサーチサイトの検索結果でも代用可能です。

※7 実費が最も経済的なものとする裏付けとして、引越業者等による複数の見積り
に加え、経路等の妥当性を判断するために走行ルート、走行距離を記載した地図
を提出することになります。

※8 宿泊代の実費支給は、素泊り分が対象ですので、素泊りプランを利用してくだ
さい。領収書は、夕・朝食代が含まれているか否かの記載があるものを取得して
ください。

※9 マイレージポイント等を使用・加算しないで購入してください。
搭乗半券等が発行されない場合は搭乗証明書又はeチケット（オンライン
チェックイン又は搭乗の事実が確認できるものに限る。）を提出してください。

※10 新幹線の座席指定特急券は特急料金に含まれているので原則領収書不要です
（支出官等が必要とした場合は領収書を提出してください。）。

( R7.3版）
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【機密性2】

(R7.4)

赴任旅行を行った職員 各位

名古屋家庭裁判所事務局総務課人事第一係

赴任に関する旅行について

赴任に伴う住陦の移転を要しない職員の赴任に関する旅行についての事務は、別紙の

とおり行います。

ついては、ド記の点に注意して手続をしてください。

記

1 赴任結果連絡票の提出【着任後ただちに】

本メール添付の赴任結果連絡票等フォルダ内の「01赴任旅費の確認に必要な提出

耆類一覧」をご覧いただいた|蔦で、赴任結果連絡票を当係へ電子メールで提||Iして

ください。

<提出先メールアドレス〉

人事第係長中島涼I

人事第一係 III池宏旭

人事第一係 高木ひな

くメールの件名〉

’

※ 転居を要しない職員については、SEABI Sによる手続は不要です。

1


